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監 査 公 表 第 １ ６ 号
平 成 29年 ３ 月 28日 監 査 公 表 第 12号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 知 事 か ら 次 の と お り 措 置 状 況
の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 29年 ８ 月 15日
福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

2 9 財 第 5 6 9 号
平 成 29年 ５ 月 31日

福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

福 島 県 知 事 内 堀 雅 雄 □印
平 成 28年 度 行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 29年 ３ 月 15日 付 け 28福 監 第 296号 で 報 告 の あ り ま し た こ の こ と に つ い て 、 別 紙 の と
お り 措 置 を 講 じ ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 1 9 9条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知 し ま す 。

（ 別 紙 ）
行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

１ 監 査 対 象
防 災 体 制 の 整 備 状 況 に つ い て

２ 所 見 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

監 査 委 員 所 見 措 置 状 況

第 ４ 監 査 委 員 意 見
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１ 県 の 応 急 活 動 体 制 に つ い て
⑴ 初 動 対 応 に お け る 職 員 の 動 員 に つ （ 財 務 総 室 ）
い て 、 県 防 災 計 画 、 業 務 継 続 計 画 及 地 域 防 災 計 画 及 び 業 務 継 続 計 画 に 基 づ
び 職 員 行 動 マ ニ ュ ア ル 等 に よ り 、 勤 き、所属に登庁できない場合の参集場所 、
務 時 間 外 に 大 規 模 災 害 が 発 生 し た 場 登 庁 時 交 通 手 段 を 含 め た 連 絡 網 を 整 備 す
合 等 の 、 伝 達 ル ー ト 、 登 庁 場 所 、 登 る と と も に 、 職 員 の 配 備 状 況 や 安 否 確 認
庁 時 の 交 通 手 段 及 び 教 育 ・ 訓 練 等 に に 関 す る 総 室 内 各 課 か ら の 報 告 及 び 災 害
つ い て 定 め 、 そ の 実 施 体 制 が お お む 対 策 本 部 へ の 報 告 体 制 を 整 備 し た 。
ね 整 備 さ れ て い る が 、 所 属 と し て の
把 握 等 の 対 応 が 十 分 で な い 機 関 が 見 （ 県 中 地 方 振 興 局 ）
受 け ら れ た 。 災 害 対 策 県 中 地 方 本 部 組 織 編 成 規 程 を
当 該 機 関 に お い て は 、 連 絡 網 の 整 改 正 し 、 自 所 属 に 参 集 で き な い 場 合 の 非

備、登庁場所及び交通手段の把握 等 、 常 参 集 場 所 を 所 属 長 に 事 前 に 報 告 す る 旨
伝 達 ・ 参 集 体 制 の 整 備 に 努 め ら れ た の 規 定 を 設 け た 。
い 。 （ 財 務 総 室 、 県 中 地 方 振 興 局 、 ま た 、 事 務 局 職 員 等 名 簿 作 成 の た め の
会 津 地 方 振 興 局 、 相 双 地 方 振 興 局 、 各 所 属 に 対 す る 依 頼 文 の 中 で も 、 各 所 属
地 域 づ く り 総 室 、 生 活 環 境 総 室 、 観 に お い て 非 常 参 集 場 所 と そ の 際 の 交 通 手
光 交 流 局 、 森 林 林 業 総 室 ） 段を把握するように記載することとした 。

（ 会 津 地 方 振 興 局 ）
防 災 担 当 者 か ら 関 係 所 属 の 防 災 連 絡 員

へ の 連 絡 網 を 整 備 し 、 関 係 所 属 に お い て
も 防 災 連 絡 員 か ら の 連 絡 網 の 整 備 が な さ
れ た 。
登 庁 場 所 及 び 交 通 手 段 に つ い て も 、 平

成 29年 度 か ら 整 備 を 行 っ た 。

（ 相 双 地 方 振 興 局 ）
平 成 29年 ４ 月 １ 日 現 在 に お い て 、 所 属

に 登 庁 で き な い 場 合 の 参 集 場 所 及 び 登 庁
時 交 通 手 段 を 局 内 職 員 に 照 会 し 、 一 覧 表
を 整 備 し た 。

（ 地 域 づ く り 総 室 ）
連 絡 網 の 整 備 に 加 え 、 職 員 ご と の 最 寄

り の 県 機 関 名 及 び 登 庁 時 の 交 通 手 段 を 把
握 し 、 伝 達 ・ 参 集 体 制 の 整 備 を 図 っ た 。

（ 生 活 環 境 総 室 ）
地 域 防 災 計 画 に 基 づ く 職 員 の 参 集 体 制

を 定 め た 。

（ 観 光 交 流 局 ）
職 員 に お け る 連 絡 網 は 、 整 備 を 完 了 し

た 。
職 員 の 登 庁 場 所 、 交 通 手 段 の 把 握 等 、

伝 達 ・ 参 集 体 制 に つ い て は 、 速 や か に 作
成 す る 。

（ 森 林 林 業 総 室 ）
職 員 の 登 庁 場 所 や 交 通 手 段 に つ い て 、

整 備 が 不 十 分 で あ っ た た め 緊 急 時 参 集 場
所 一 覧 表 を 作 成 し 、 職 員 に 配 布 し た 。

⑵ 災 害 現 場 で 活 動 す る 警 察 、 消 防 、 （ 危 機 管 理 総 室 ）
自 衛 隊 等 の 合 同 調 整 所 の 設 置 に つ い 合 同 調 整 所 の 設 置 主 体 に つ い て は 、 国
て は 、 警 察 本 部 と し て 合 同 調 整 所 へ の 計 画 に お い て も 明 記 さ れ て い な い が 、
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の 要 員 派 遣 に 係 る 規 定 を 整 備 し 、 必 そ れ は 、 指 揮 命 令 系 統 の 異 な る 警 察 、 消
要 な 訓 練 も 実 施 し て お り 、 合 同 調 整 防 、 自 衛 隊 の 各 部 隊 が 自 主 的 に 設 置 す る
所 の 体 制 が 整 備 さ れ て い る が 、 設 置 こ と が 望 ま し い と の 判 断 か ら で あ る 。
に 係 る 連 絡 調 整 に つ い て 明 示 さ れ て 実 際 の 現 場 で は 、 県 又 は 被 災 地 自 治 体
お ら ず 、 訓 練 時 は そ の 主 催 者 が 調 整 等 が 場 所 の 提 供 を し 、 合 同 調 整 所 の 設 置
し 実 施 し て い る 。 を 促 す 。
災 害 現 場 に お け る 部 隊 間 の 情 報 共

有 、 活 動 調 整 及 び 相 互 協 力 の 円 滑 化
を 図 る た め 、 合 同 調 整 所 の 設 置 主 体
に 関 す る 定 め に つ い て 、 県 本 部 及 び
関 係 機 関 で 協 議 し て 決 定 す る こ と が
望 ま れ る 。 （ 危 機 管 理 総 室 ）

２ 災 害 情 報 の 収 集 ・ 伝 達 体 制 に つ い て
⑴ 県 リ エ ゾ ン の 派 遣 に つ い て は 、 指 （ 危 機 管 理 総 室 ）
定 職 員 、 派 遣 基 準 及 び 活 動 内 容 等 を 県本部からのリエゾン派遣について は 、
定 め 、 指 定 し た 職 員 の 教 育 ・ 訓 練 も 定 例 的 な 選 定 方 針 等 に と ら わ れ ず 、 災 害
実 施 し て い る 。 こ の う ち 、 県 本 部 か の 態 様 ・ 状 況 に 応 じ た 適 任 者 を 派 遣 す る
ら 派 遣 す る 県 リ エ ゾ ン に つ い て は 、 ため、各部と連携して人選する旨をマニ ュ
地 方 本 部 か ら の 派 遣 が 困 難 と い う 極 ア ル に 記 載 す る 。
めて例外的な状況での派遣を想定 し 、
状 況 に 応 じ て そ の 都 度 選 定 す る こ と
と し て い る 。
県 本 部 か ら の リ エ ゾ ン の 派 遣 に つ

い て は 、 緊 急 時 に 備 え 、 職 員 の 選 定
方 針 等 を 予 め 定 め て お く こ と が 望 ま
れ る 。 （ 危 機 管 理 総 室 ）

⑵ 災 害 発 生 直 後 に 、 市 町 村 長 と 直 接 （ 危 機 管 理 総 室 ）
連 絡 を 行 う ホ ッ ト ラ イ ン 方 式 の 情 報 ホ ッ ト ラ イ ン 方 式 の 情 報 収 集 体 制 に つ
収 集 に つ い て 、 担 当 す る 県 所 属 と 各 い て は 平 成 29年 １ 月 13日 現 在 で の 見 直 し
市 町 村 の 担 当 職 ・ 電 話 番 号 を 記 載 し を 実 施 し 、 各 市 町 村 に 対 し て 同 年 ３ 月 ８
た 連 絡 先 一 覧 を 作 成 し 、 情 報 収 集 体 日 付 け で 通 知 し て 情 報 共 有 し た 。
制 が 整 備 さ れ て い る が 、 平 成 26年 １ なお、地域防災計画（一般災害対策 編 ）
月 以 降 更 新 し て い な い た め 、 連 絡 先 第３章第３節第２の３⑴において、県 （災
一 覧 の 県 組 織 名 が 現 時 点 と 一 致 し な 害 対 策 本 部 総 括 班 ） は 、 地 方 振 興 局 が 被
い な ど の 細 か い 不 備 が 見 受 け ら れ 、 災 し 、 市 町 村 か ら の 被 害 情 報 を 地 方 振 興
ま た 、 当 該 方 式 を 良 く 理 解 し て い な 局 か ら 収 集 困 難 と な っ た 場 合 の 情 報 連 絡
い 市 等 が あ っ た 。 手 段 と し て 「 ホ ッ ト ラ イ ン 」 を 整 備 す る
ホ ッ ト ラ イ ン 方 式 の 情 報 収 集 に つ こ と と し て い る こ と か ら 、 各 地 方 振 興 局

い て 、 県 の 担 当 部 局 、 地 方 本 部 （ 地 に つ い て は ホ ッ ト ラ イ ン 方 式 を 主 体 的 に
方 振 興 局 ） 及 び 市 町 村 に お い て 、 連 整 備 す る 必 要 は な く 、 危 機 管 理 総 室 か ら
絡 先 の 定 期 的 な 更 新 を 行 い 、 関 係 機 情 報 共 有 を す る こ と と す る 。
関 に よ る 当 該 体 制 の 共 有 に 努 め ら れ
た い 。 （ 危 機 管 理 総 室 、 県 中 地 方 振 （ 県 中 地 方 振 興 局 、 相 双 地 方 振 興 局 ）
興 局 、 会 津 地 方 振 興 局 、 相 双 地 方 振 危 機 管 理 総 室 が 収 集 す る 連 絡 先 を 共 有
興 局 ） し 、 災 害 情 報 の 収 集 ・ 伝 達 に 努 め る こ と

と す る 。

（ 会 津 地 方 振 興 局 ）
平 成 29年 １ 月 13日 に 危 機 管 理 総 室 （ 災

害 対 策 課 ） で ホ ッ ト ラ イ ン 方 式 に よ る 連
絡 先 の 更 新 を 行 い 、 連 絡 先 の 提 供 が さ れ
た 。

３ 避 難 体 制 に つ い て
市 町 村 が 行 う 避 難 勧 告 等 の 判 断 に つ （ 危 機 管 理 総 室 ）
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い て 、 危 機 管 理 総 室 が 把 握 す る 各 市 町 平 成 28年 12月 22日 に 土 木 部 に 避 難 勧 告
村 の 判 断 基 準 策 定 の 進 捗 状 況 等 の 情 報 等 の 判 断 基 準 の 策 定 状 況 を 提 供 し た 。
が 、 市 町 村 へ の 助 言 機 関 に 指 定 さ れ て 市 町 村 に 対 す る 技 術 的 な 支 援 は 土 木 部
い る 河 川 港 湾 総 室 や 建 設 事 務 所 と 十 分 が 実 施 す る も の で あ り 、 危 機 管 理 総 室 は
に 共 有 さ れ て い な い 。 土 木 部 が 技 術 的 な 助 言 を 行 う こ と を 周 知
市 町 村 が 策 定 し た マ ニ ュ ア ル や そ の す る 。

進 捗 状 況 等 を 危 機 管 理 総 室 と 河 川 港 湾
総 室 ・ 建 設 事 務 所 で 共 有 し 、 避 難 勧 告 （ 河 川 港 湾 総 室 ）
等 の 判 断 に お け る 市 町 村 の 分 析 力 の 向 各 市 町 村 の 避 難 判 断 基 準 策 定 状 況 等 に
上 に 資 す る た め の 情 報 提 供 や 研 修 の 実 ついては、行政監査後、危機管理総室（ 土
施 を 検 討 す る な ど 、 技 術 的 な 助 言 の 充 木 企 画 課 （ 防 災 担 当 ） 経 由 ） か ら 情 報 提
実 が 望 ま れ る 。 （ 危 機 管 理 総 室 、 河 川 供 さ れ て い る 。
港 湾 総 室 、 県 北 建 設 事 務 所 、 県 南 建 設 今 後 も 危 機 管 理 総 室 と 連 携 す る と と も
事 務 所 、 い わ き 建 設 事 務 所 ） に 、 出 先 機 関 と 情 報 共 有 を 図 り な が ら 、

市町村の求めに応じ技術的助言に努める 。
ま た 、 市 町 村 に 対 す る 避 難 判 断 に 係 る

情 報 提 供 や 研 修 の 実 施 に つ い て は 、 危 機
管 理 総 室 （ 災 害 対 策 課 ） 主 催 に よ る 「 市
町 村 防 災 ・ 福 祉 担 当 課 長 会 議 」 に て 、 避
難 判 断 の 基 と な る 河 川 水 位 情 報 や 土 砂 災
害 警 戒 情 報 等 、 防 災 情 報 の 入 手 方 法 に つ
い て 説 明 を 行 っ て い る と こ ろ で あ り 、 今
後も危機管理総室（災害対策課）と調整 ・
連 携 を 図 る 。

（ 県 北 建 設 事 務 所 、 県 南 建 設 事 務 所 、 い
わ き 建 設 事 務 所 ）
各 市 町 村 の 避 難 判 断 基 準 策 定 状 況 等 に

ついては、行政監査後、危機管理総室（ 土
木 企 画 課 （ 防 災 担 当 ） 経 由 ） か ら 情 報 提
供 さ れ て い る 。
今 後 も 、 本 庁 関 係 総 室 と 連 携 を 図 り な

が ら 、 情 報 共 有 す る と と も に 、 市 町 村 の
求 め に 応 じ 技 術 的 助 言 に 努 め る 。

４ 応 急 物 資 の 調 達 ・ 供 給 体 制 に つ い て
支 援 物 資 の 在 庫 管 理 及 び 輸 送 に つ い （ 危 機 管 理 総 室 ）

て 、 県 ト ラ ッ ク 協 会 と 「 災 害 時 等 に お 県 ・ 市 町 村 物 流 施 設 の 開 設 ・ 運 営 に 係
け る 緊 急 物 資 の 受 入 れ 、 管 理 ・ 保 管 及 る 関 係 協 定 に つ い て は 、 県 ト ラ ッ ク 協 会
び 配 送 を 行 う 施 設 の 運 営 等 に 関 す る 協 と 協 議 の 上 、 県 倉 庫 協 会 加 盟 の 倉 庫 が な
定書（平成 20年３月）」を締結し、県 ・ い 地 域 に お い て も 物 資 の 保 管 が 可 能 と な
市 町 村 物 流 施 設 の 開 設 ・ 運 営 や 物 流 専 る よ う 、 業 務 分 担 を 再 確 認 の 上 、 今 後 見
門 家 の 派 遣 等 に つ い て 定 め て い る が 、 直 し を 検 討 す る 。
県 ト ラ ッ ク 協 会 か ら 、 県 ・ 市 町 村 物 流
施 設 の 開 設 ・ 運 営 に 係 る 業 務 の 実 施 が
困 難 な た め 、 当 該 協 定 の 見 直 し が 要 請
さ れ て い る 。
県 倉 庫 協 会 及 び 県 ト ラ ッ ク 協 会 と の

協 定 に お け る 業 務 の 範 囲 、 特 に 、 物 資
の 受 入 れ 、 仕 分 け 、 保 管 ・ 管 理 及 び 出
庫 業 務 に お け る 各 団 体 と 県 の 業 務 分 担
を 再 確 認 し 、 必 要 に 応 じ た 協 定 の 見 直
し を 考 慮 す る 必 要 が あ る 。 （ 危 機 管 理
総 室 ）

５ 医 療 救 護 体 制 に つ い て
災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡ Ｔ ） （ 生 活 福 祉 総 室 ）
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の 派 遣 等 に つ い て 、 国 （ 厚 生 労 働 省 ） 平 成 29年 度 当 初 予 算 に お い て 、 福 島 県
策 定 の 「 Ｄ Ｐ Ａ Ｔ 活 動 マ ニ ュ ア ル （ 平 の Ｄ Ｐ Ａ Ｔ 活 動 マ ニ ュ ア ル の 内 容 等 を 検
成 27年 １ 月 ） 」 等 に よ り 、 全 国 の 枠 組 討 す る 福 島 県 災 害 派 遣 精 神 医 療 チ ー ム 運
み で の 活 動 体 制 が お お む ね 整 備 さ れ 、 営 協 議 会 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 開 催 の た め
派 遣 実 績 も あ る が 、 福 島 県 独 自 の 活 動 の 予 算 を 確 保 し て い る こ と か ら 、 速 や か
マ ニ ュ ア ル に つ い て は 、 災 害 派 遣 医 療 に ワ ー キ ン グ グ ル ー プ を 開 催 し 、 マ ニ ュ
チーム（ＤＭＡＴ）や自衛隊との連 携 、 ア ル の 策 定 に 努 め て い く 。
災 害 対 策 本 部 救 援 班 と の 関 係 等 に つ い
て の 検 討 後 に 整 備 す る 予 定 に な っ て い
る 。
Ｄ Ｐ Ａ Ｔ の 派 遣 実 績 等 を 踏 ま え な が

ら 、 Ｄ Ｍ Ａ Ｔ や 自 衛 隊 と の 連 携 等 に つ
い て 検 討 を 進 め 、 福 島 県 に お け る 活 動
マ ニ ュ ア ル の 作 成 が 望 ま れ る 。 （ 生 活
福 祉 総 室 ）

６ 緊 急 輸 送 体 制 に つ い て
道 路 管 理 者 で あ る 市 町 村 に 対 し 、 必 （ 危 機 管 理 総 室 ）

要 に 応 じ て 、 道 路 の ネ ッ ト ワ ー ク を 考 通 行 ル ー ト を 確 保 す る た め の 広 域 的 な
慮 し た 緊 急 通 行 車 両 の 通 行 ル ー ト を 確 見 地 か ら 行 う 指 示 に つ い て は 、 災 害 の 態
保 す る た め に 広 域 的 な 見 地 か ら 行 う 指 様 に よ っ て 様 々 で あ る た め 、 基 本 的 な 事
示 に つ い て 、 具 体 的 な 想 定 が 関 係 機 関 項 に つ い て 、 広 域 応 援 ・ 避 難 班 マ ニ ュ ア
で 共 有 さ れ て い な い 状 況 に あ る 。 ル に よ り 関 係 機 関 と 共 有 を 図 る 。
当 該 業 務 に つ い て 、 具 体 的 な 想 定 や

業 務 の 流 れ を 県 本 部 の 関 係 マ ニ ュ ア ル （ 道 路 総 室 ）
に 記 載 し 、 県 本 部 と 関 係 機 関 に よ る 共 道 路 管 理 者 （ 出 先 機 関 ） が 行 う 各 緊 急
有 に 努 め ら れ た い 。 （ 危 機 管 理 総 室 、 輸 送 路 の 確 保 状 況 等 に つ い て は 、 速 や か
道 路 総 室 、 県 北 建 設 事 務 所 、 県 南 建 設 に 情 報 収 集 す る な ど 、 県 本 部 や 関 係 機 関
事 務 所 、 い わ き 建 設 事 務 所 ） と 情 報 共 有 を 図 り な が ら 迅 速 な 対 応 を 図

る 。

（ 県 北 建 設 事 務 所 、 県 南 建 設 事 務 所 、 い
わ き 建 設 事 務 所 ）
管 内 に お け る 緊 急 輸 送 路 の 確 保 に つ い

て は 、 対 象 路 線 の 状 況 把 握 を 速 や か に 行
い 、 本 庁 所 管 課 （ 道 路 総 室 道 路 管 理 課 ）
や 管 内 市 町 村 を は じ め と す る 関 係 機 関 と
連 携 し 、 情 報 共 有 を 図 り な が ら 迅 速 な 対
応 を 図 る 。

７ 雪 害 ・ 火 山 災 害 防 災 体 制 に つ い て
⑴ 豪 雪 に よ る 立 ち 往 生 車 両 が 発 生 し （ 危 機 管 理 総 室 ）
た 場 合 は 、 冬 期 交 通 確 保 の 連 絡 体 制 対 応 の 仕 組 み に 関 す る 会 津 地 方 以 外 の
等 に よ り 情 報 を 収 集 し 、 道 路 管 理 者 市 町 村 等 関 係 機 関 と の 共 有 に つ い て は 、
か ら 要 請 が あ れ ば 、 県 本 部 が 市 町 村 土 木 部 と 連 携 の 上 、 冬 期 道 路 交 通 円 滑 化
及 び 協 定 締 結 先 等 と 連 携 し て 、 ド ラ 連 絡 協 議 会 で 情 報 共 有 す る 。
イ バ ー 向 け の 避 難 所 設 置 や 食 料 の 提
供 に つ い て 、 全 県 的 に 対 応 す る こ と （ 道 路 総 室 ）
と し て い る 。 冬期交通確保については、県内８方部 に
こ の 対 応 の 仕 組 み に つ い て 、 会 津 「冬期道路交通円滑化連絡協議会（※） 」

地 方 の 関 係 機 関 と 情 報 共 有 し て い る を 設 置 し 、 除 雪 体 制 等 の 強 化 を 図 っ て い
が 、 豪 雪 地 域 以 外 の 地 域 に お い て も る と こ ろ で あ る 。
立 ち 往 生 車 両 が 発 生 す る お そ れ が あ ま た 、 既 に 豪 雪 に よ る 立 ち 往 生 車 両 が
る こ と か ら 、 県 内 各 地 域 に お い て 市 発生した場合については、方部を問わ ず 、
町 村 等 の 関 係 機 関 と 情 報 共 有 す る こ 道 路 総 室 （ 道 路 管 理 課 ） か ら 危 機 管 理 総
と が 望 ま れ る 。 （ 危 機 管 理 総 室 、 道 室 （ 災 害 対 策 課 ） へ 情 報 提 供 を 行 う 体 制
路 総 室 、 県 北 建 設 事 務 所 、 県 南 建 設 を 構 築 し て い る 。
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事 務 所 、 い わ き 建 設 事 務 所 ） ※ 「 冬 期 道 路 交 通 円 滑 化 連 絡 協 議 会 」 の

構 成 員 は 以 下 の と お り
国 、県、市町村、ＮＥＸＣＯ 東 日 本 、
警 察 、 消 防 、 イ ン フ ラ 関 係 団 体 、 公
共 交 通 機 関

（ 県 北 建 設 事 務 所 、 県 南 建 設 事 務 所 、 い
わ き 建 設 事 務 所 ）
冬期交通確保については、当管内に 「 冬

期 道 路 交 通 円 滑 化 連 絡 協 議 会 （ ※ ） 」 を
設 置 し 、 除 雪 体 制 等 の 強 化 を 図 っ て い る
と こ ろ で あ る 。
豪 雪 に 伴 う 車 両 立 ち 往 生 が 発 生 し た 場

合 の 対 応 （ 避 難 所 開 設 や 食 料 の 提 供 等 ）
に つ い て は 、 迅 速 な 道 路 状 況 の 把 握 に 努
め る と と も に 、 本 庁 所 管 課 （ 道 路 総 室 道
路 管 理 課 ） 及 び 連 絡 協 議 会 構 成 員 と 連 携
し 情 報 共 有 を 図 る 。
※ 「 冬 期 道 路 交 通 円 滑 化 連 絡 協 議 会 」 の
構 成 員 は 以 下 の と お り
国 、県、市町村、ＮＥＸＣＯ 東 日 本 、
警 察 、 消 防 、 イ ン フ ラ 関 係 団 体 、 公
共 交 通 機 関

⑵ 吾 妻 山 、 安 達 太 良 山 、 磐 梯 山 に つ （ 危 機 管 理 総 室 ）
い て 、 各 火 山 防 災 協 議 会 を 設 置 し 、 各 火 山 の 避 難 計 画 の 策 定 に 向 け 、 火 山
下 部 組 織 に コ ア グ ル ー プ 会 議 も 設 置 防 災 協 議 会 の 構 成 員 で あ る 火 山 専 門 家 の
し て 機 動 的 に 運 営 す る 体 制 が 整 備 さ 助 言 を 得 つ つ 進 め て お り 、 関 係 市 町 村 の
れ て い る が 、 関 係 市 町 村 に よ る 避 難 進 捗 状 況 を 踏 ま え 、 避 難 計 画 策 定 を 支 援
計 画 の 策 定 に つ い て は 、 こ れ か ら の し て い く 。
段 階 に あ る 。
活 火 山 は 急 激 な 活 動 変 化 の 可 能 性

も あ る こ と か ら 、 関 係 市 町 村 に よ る
避 難 計 画 の 策 定 が で き る だ け 早 く 進
捗 す る よ う 、 吾 妻 山 ・ 安 達 太 良 山 ・
磐 梯 山 火 山 防 災 協 議 会 の 積 極 的 な 運
営 が 望 ま れ る 。 （ 危 機 管 理 総 室 ）

８ 防 災 訓 練 体 制 に つ い て
⑴ 吾 妻 山 、 安 達 太 良 山 及 び 磐 梯 山 の （ 危 機 管 理 総 室 ）
火 山 防 災 訓 練 に つ い て 、 福 島 市 に よ 避 難 計 画 は 、 市 町 村 が 中 心 と な っ て 火
り 避 難 計 画 が 策 定 さ れ て い る 吾 妻 山 山 ハ ザ ー ド マ ッ プ を 基 に 策 定 す る も の で
で 実 施 し て い る が 、 他 の 火 山 に つ い あ り 、 早 期 の 防 災 訓 練 実 施 に 向 け 、 市 町
て は 、 関 係 市 町 村 の 避 難 計 画 の 策 定 村 を 支 援 す る 。
後 に 実 施 す る こ と と し て い る 。
安 達 太 良 山 及 び 磐 梯 山 の 火 山 防 災

訓 練 に つ い て 、 関 係 市 町 村 に よ る 避
難 計 画 策 定 の 進 捗 状 況 を 踏 ま え な が
ら、早期に実施することが望まれ る 。
（ 危 機 管 理 総 室 ）

⑵ 津 波 防 災 訓 練 に つ い て は 、 平 成 27 （ 危 機 管 理 総 室 ）
年 度 の 福 島 県 総 合 防 災 訓 練 及 び 福 島 今 後 も 引 き 続 き 、 訓 練 実 施 市 町 村 の 状
県 相 双 地 方 （ 広 野 地 区 ） 総 合 防 災 訓 況 を 考 慮 し つ つ 、 実 践 的 な 訓 練 の 実 施 に
練 に お い て 、 地 元 市 町 、 防 災 関 係 機 努 め る 。
関 及 び 地 区 住 民 等 の 参 加 を 得 て 、 避
難 を 中 心 と し た 実 働 型 の 訓 練 を 実 施
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し 、 東 日 本 大 震 災 で 津 波 が 越 え る こ
と は な か っ た 国 道 ６ 号 を 横 断 す る 避
難 や 、 車 道 上 の 放 置 車 両 の 撤 去 を 想
定 し た 訓 練 を 実 施 し て い る 。
県 防 災 計 画 に 「 冬 期 等 避 難 行 動 に

支 障 を き た す 場 合 を 想 定 し た 訓 練 」
と あ る こ と を 踏 ま え 、 昼 間 時 の 訓 練
に お い て 冬 期 ・ 夜 間 の 想 定 を 行 う な
ど の 工 夫 を 加 え 、 よ り 実 践 的 な 訓 練
の実施が望まれる。（危機管理総 室 ）

（ 監 査 総 務 課 ）

監 査 公 表 第 １ ７ 号
平 成 29年 ３ 月 28日 監 査 公 表 第 12号 に よ り 公 表 し た 監 査 結 果 に つ い て 、 地 方 自 治 法 （ 昭

和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 12項 の 規 定 に 基 づ き 、 福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 か ら 次 の と
お り 措 置 状 況 の 通 知 が あ っ た の で 、 同 項 の 規 定 に よ り こ れ を 公 表 す る 。

平 成 29年 ８ 月 15日
福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

福公安（会）第 １ 号
平 成 2 9年 ５ 月 22日

福 島 県 監 査 委 員 柳 沼 純 子
福 島 県 監 査 委 員 宮 下 雅 志

様
福 島 県 監 査 委 員 美 馬 武 千 代
福 島 県 監 査 委 員 ● 家 惣 一 郎

福 島 県 公 安 委 員 会 委 員 長 渋 佐 克 之 □印
平 成 28年 度 行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て （ 通 知 ）

平 成 29年 ３ 月 15日 付 け 28福 監 第 296号 で 報 告 が あ り ま し た 平 成 28年 度 行 政 監 査 の 結 果 に
つ い て は 、 別 紙 の と お り 措 置 し ま し た の で 、 地 方 自 治 法 第 199条 第 12項 の 規 定 に よ り 通 知
し ま す 。

（ 別 紙 ）
行 政 監 査 の 結 果 に 係 る 措 置 状 況 に つ い て

１ 監 査 対 象
防 災 体 制 の 整 備 状 況 に つ い て

２ 所 見 及 び 措 置 の 状 況 に つ い て

監 査 委 員 所 見 措 置 状 況

第 ４ 監 査 委 員 意 見
１ 県 の 応 急 活 動 体 制 に つ い て
⑵ 災 害 現 場 で 活 動 す る 警 察 、 消 防 、 （ 災 害 対 策 課 ）
自 衛 隊 等 の 合 同 調 整 所 の 設 置 に つ い 合 同 調 整 所 に つ い て は 、 警 察 、 消 防 又
て は 、 警 察 本 部 と し て 合 同 調 整 所 へ は 自 衛 隊 の い ず れ か が そ の 設 置 主 体 と な
の 要 員 派 遣 に 係 る 規 定 を 整 備 し 、 必 る か 、 国 の 計 画 に お い て も 明 記 さ れ て い
要 な 訓 練 も 実 施 し て お り 、 合 同 調 整 な い 。
所 の 体 制 が 整 備 さ れ て い る が 、 設 置 警 察 、 消 防 、 自 衛 隊 で は そ れ ぞ れ の 指
に 係 る 連 絡 調 整 に つ い て 明 示 さ れ て 揮 命 令 系 統 で 活 動 す る た め 、 実 際 の 現 場
お ら ず 、 訓 練 時 は そ の 主 催 者 が 調 整 で は 、 県 又 は 被 災 地 自 治 体 等 か ら 場 所 の
し 実 施 し て い る 。 提 供 を 受 け て 合 同 調 整 所 を 設 置 す る こ と
災 害 現 場 に お け る 部 隊 間 の 情 報 共 が 望 ま し い と 思 わ れ る が 、 今 後 も 関 係 機

有 、 活 動 調 整 及 び 相 互 協 力 の 円 滑 化 関 と 協 議 し て い く 。
を 図 る た め 、 合 同 調 整 所 の 設 置 主 体
に 関 す る 定 め に つ い て 、 県 本 部 及 び
関 係 機 関 で 協 議 し て 決 定 す る こ と が

�

�
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
望 ま れ る 。（ 警 察 本 部 ）

６ 緊 急 輸 送 体 制 に つ い て
道 路 管 理 者 で あ る 市 町 村 に 対 し 、 必 （ 交 通 規 制 課 ）

要 に 応 じ て 、 道 路 の ネ ッ ト ワ ー ク を 考 県 警 で 定 め る 大 規 模 災 害 発 生 時 の 緊 急
慮 し た 緊 急 通 行 車 両 の 通 行 ル ー ト を 確 対 応 要 領 （ 緊 急 交 通 路 及 び 迂 回 路 の 確 保
保 す る た め に 広 域 的 な 見 地 か ら 行 う 指 に つ い て 記 載 ） を 道 路 計 画 課 等 関 係 機 関
示 に つ い て 、 具 体 的 な 想 定 が 関 係 機 関 へ 情 報 提 供 し 、 具 体 的 な 対 応 要 領 に つ い
で 共 有 さ れ て い な い 状 況 に あ る 。 て 共 有 を 図 る こ と と し た 。
当 該 業 務 に つ い て 、 具 体 的 な 想 定 や

業 務 の 流 れ を 県 本 部 の 関 係 マ ニ ュ ア ル
に 記 載 し 、 県 本 部 と 関 係 機 関 に よ る 共
有 に 努 め ら れ た い 。（ 警 察 本 部 ）

７ 雪 害 ・ 火 山 災 害 防 災 体 制 に つ い て
⑴ 豪 雪 に よ る 立 ち 往 生 車 両 が 発 生 し （ 総 合 運 用 指 令 課 ）
た 場 合 は 、 冬 期 交 通 確 保 の 連 絡 体 制 県 内 に お い て 雪 害 の 対 応 が 必 要 と な っ
等 に よ り 情 報 を 収 集 し 、 道 路 管 理 者 た 場 合 に は 、 態 様 、 規 模 及 び 被 害 状 況 に
か ら 要 請 が あ れ ば 、 県 本 部 が 市 町 村 応 じ て 警 察 本 部 及 び 警 察 署 で 必 要 な 体 制
及 び 協 定 締 結 先 等 と 連 携 し て 、 ド ラ の 下 、 県 及 び 自 治 体 等 関 係 機 関 と 連 携 を
イ バ ー 向 け の 避 難 所 設 置 や 食 料 の 提 図り、適切な対応を行うこととしている 。
供 に つ い て 、 全 県 的 に 対 応 す る こ と
と し て い る 。
こ の 対 応 の 仕 組 み に つ い て 、 会 津

地 方 の 関 係 機 関 と 情 報 共 有 し て い る
が 、 豪 雪 地 域 以 外 の 地 域 に お い て も
立 ち 往 生 車 両 が 発 生 す る お そ れ が あ
る こ と か ら 、 県 内 各 地 域 に お い て 市
町 村 等 の 関 係 機 関 と 情 報 共 有 す る こ
と が 望 ま れ る 。（ 警 察 本 部 ）

（ 監 査 総 務 課 ）


